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平
成
25
年
４
月
か
ら
定
期
予
防
接

種
と
な
り
ま
し
た
７
価
小
児
用
肺
炎

球
菌
ワ
ク
チ
ン
が
、６
種
の
血
清
型
が
追

加
さ
れ
た
13
価
小
児
用
肺
炎
球
菌
ワ

ク
チ
ン
に
11
月
頃
か
ら
切
り
替
わ
る
予

定
で
す
。７
価
か
ら
13
価
に
切
り
替
わ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
広
範
囲
な
肺
炎

球
菌
に
よ
る
病
気
の
発
症
を
予
防
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
肺
炎
球
菌
に
お
子
さ
ん
が
感
染
す

る
と
重
症
化
し
て
し
ま
う
危
険
性
が

あ
る
た
め
、
13
価
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

を
待
つ
こ
と
は
せ
ず
、
７
価
小
児
用
肺

炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
で
接
種
を
し
て
く
だ

さ
い
。

■
13
価
小
児
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
の

接
種

対
象
年
齢
　
生
後
２
か
月
以
上
５
歳

未
満

標
準
的
接
種
年
齢
　
生
後
２
か
月
か

ら
７
か
月
未
満

接
種
間
隔
　
初
回
免
疫
と
し
て
27
日

以
上
の
間
隔
で
３
回
接
種
後
、
追
加

免
疫
と
し
て
１
歳
以
降
に
60
日
以

　
今
年
度
の
集
団
健
診
は
終
了
し
ま

し
た
が
、
都
合
が
合
わ
な
か
っ
た
方
を

対
象
に
、
個
別
健
診
（
指
定
の
医
療
機

関
で
、
個
別
に
受
け
ら
れ
る
健
診
）
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
生
活
習
慣
病
は
、
発
症
や
進
行
に
生

活
習
慣
が
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
初
期

に
は
ほ
と
ん
ど
自
覚
症
状
が
な
く
、
症

状
が
現
れ
た
時
に
は
か
な
り
進
行
し
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
年
に
１
回
は
健
診
を
受
け
、
健
康
の

保
持
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
！

対
象
者
　
40
歳
以
上
の
国
民
健
康
保

上
の
間
隔
を
お
い
て
１
回
接
種
（
計

４
回
）

※

７
価
小
児
用
肺
炎
球
菌
と
同
じ
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
な
り
ま
す
。

※

接
種
回
数
は
、
お
子
さ
ん
の
１
回
目

の
接
種
を
行
う
月
齢
に
よ
り
異
な
り

ま
す
。

問
　
健
康
支
援
課
母
子
保
健
係

☎
（80）
１
１
７
２

険
被
保
険
者
・
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者

指
定
医
療
機
関
　
さ
ん
む
医
療
セ
ン

タ
ー（
☎

（82）
２
５
２
１
）・
日
向
診
療

所（
☎

（88）
１
１
５
４
）

費
用

　国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

１
，０
０
０
円

　
　
　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者無

料

受
診
方
法
　
指
定
医
療
機
関
に
電
話

予
約
の
上
、受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※

詳
し
く
は
、
広
報
さ
ん
む
７
月
号
４

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
　
国
保
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

 

☎
（80）
１
１
４
３

伊
橋
　
貢 

氏（
埴
谷
）

　
伊
橋
貢
氏
は
、
昭
和58

年
か
ら
４

期
16
年
の
長
き
に
わ
た
り
山
武
町
議

会
議
員
を
務
め
、
こ
の
た
び
88
歳
を
迎

え
ら
れ
、
高
齢
者
叙
勲
と
し
て
旭
日
單

光
章
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　
在
任
期
間
中
は
、地
域
産
業
の
振
興
、

学
校
教
育
の
充
実
に
尽
力
さ
れ
る
な
ど
、

地
方
自
治
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
、
多
大

な
功
績
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

情
報
公
開
制
度
と
は

　市
民
の「
知
る
権
利
」を
保
障
し
、行

政
の
活
動
の
説
明
責
任
を
果
た
す
た
め

に
、行
政
が
作
成
ま
た
は
保
有
し
て
い

る
公
文
書
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
で
す
。

誰
が
？

　
　
ど
な
た
で
も
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

ど
こ
で
？

　
　
総
務
課
（
市
役
所
新
館
２
階
）
で

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

い
つ
？

　
　
開
庁
日
の
午
前
８
時
半
か
ら
午

後
５
時
半
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

ど
う
や
っ
て
？

【
持
参
に
よ
る
請
求
】

　
　「
公
文
書
開
示
請
求
書
」
を
総
務

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
公
文
書
が
特
定
で
き
な
い
場
合
や

不
明
な
場
合
な
ど
は
、
予
め
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　
　「
公
文
書
開
示
請
求
書
」は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

切り替えまでのスケジュール（案）

【
郵
送
等
に
よ
る
請
求
】

　
　
①
氏
名
、②
住
所
、③
電
話
番
号
、

④
開
示
の
方
法
、⑤
請
求
す
る
公
文

書
の
内
容
を
明
記
の
う
え
、「
公
文

書
開
示
請
求
書
」を
総
務
課
宛
て
に

送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
こ
ち
ら
か
ら
電
話
で
連
絡
を
取
ら

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
必
ず
連
絡
先
を
ご
記
入
く
だ
さ

い
。

お
金
は
か
か
る
の
？

　
　
公
文
書
の
写
し
を
請
求
す
る
場

合
は
、
コ
ピ
ー
代
や
郵
送
代
な
ど
実

費
が
か
か
り
ま
す
。手
数
料
は
か
か

り
ま
せ
ん
。

　
山
武
市
情
報
公
開
条
例
に
定
め
ら

れ
た
期
間
内
に
、
開
示
・
部
分
開
示
・

非
開
示
等
を
決
定
し
ま
す
。詳
し
く
は
、

総
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
総
務
課
行
政
係
　

 

☎
（80）
１
１
１
２

ま
つ
お
少
年
剣
友
会
総
合
優
勝

　
第
35
回
千
葉
県
道
場
少
年
剣
道
大

会
が
、５
月
25
日
に
開
催
さ
れ
、ま
つ
お

少
年
剣
友
会
が
総
合
優
勝
を
果
た
し

ま
し
た
。

　
ま
た
、９
月
15
日
に
大
阪
市
で
開
催

さ
れ
た
第
８
回
全
日
本
都
道
府
県
対

抗
少
年
剣
道
大
会
に
千
葉
県
代
表
と

し
て
、ま
つ
お
少
年
剣
友
会
所
属
の
秋

葉
ほ
の
か
さ
ん（
蓮
沼
小
）が
、出
場
し

ま
し
た
。

まつお少年剣友会が市役所を訪れ
市長に優勝の報告をしました。（８月２８日）

情報公開制度どんな制度なの？情報公開制度どんな制度なの？

　山武市の医療費に占める割合の高い病
類にう触（虫歯）があります。「え、虫歯が」
と、思われる方も多いかもしれませんが、
全年齢層で不動の上位を占めています。
　虫歯は口腔内にいるミュータンス菌と
ショ糖（糖分）によりおきるそうですが、こ
の虫歯と並んで歯周病が歯と口の二大ト
ラブルです。
　近年こうした病気はからだ全体のさま
ざまな病気を引き起こす誘因となること
が分かってきたそうです。特に歯周病は心
臓病や脳卒中など命にかかわる病気の影
響を及ぼしているといわれています。
　歯と口の病気予防には歯磨きをしたり
間食を減らしたり、糖分の摂取に気を配る
などありますが、たいして症状が無くても
定期的に歯医者さんに行くことで、虫歯や
歯周病を最小限に食い止めることができ
ます。
　また、悪化してから歯医者さんへ行くの
と比べて、医療費もはるかに安く済みま
す。

国保ミニミニ話⑭
歯の定期検診も忘れずに

接種状況 切り替えまで  切り替え後  

未接種者 

1回接種者

2回接種者            

13価を待たず、7価の標準的なスケジュールでの接

種をお願いします。  

13価に切り替えて必要な回数を

接種します。 

3回接種者

 13価を待たず、7価での標準的なスケジュールでの

接種をお勧めいたします。ただし、年内の 13価開

始時に 1歳半未満で、3回接種済みの方の追加接種

については、待つことも可能です。 

7価で追加接種が終わっていな

い方は、13価で追加接種を行い

ます。 

少
年
、
少
女
剣
士
が
健
闘

小
児
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
が

か
わ
り
ま
す

特
定
健
康
診
査
・
個
別
検
診
の

お
知
ら
せ


